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順天堂  

日本大学  

東京医科大学  

慈恵大学  

東京女子医科大学  

東邦大学  

埼玉医科大学  

獨協学園  

自治医科大学  
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第１章  横浜市立港湾病院の概要 
 

 

１ 名称等  

 
(1) 名称 

横浜市立港湾病院(*) 
(*)病院名は、市立病院として市民にわかり易く、かつ、指定管理者の

責任と信用も併せて表現できる名称について今後検討する。 
 

(2) 所在地 

横浜市中区新山下３丁目 12 番１号 

 

(3) 病床数（許可病床） 

６３４床(一般５８４床、精神５０床) 
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２ 敷地・建物の概要  

 
(1) 敷地・建物面積等 

詳細は別添図面等資料参照 

 

(2) 付帯施設 

敷地内駐車場（308 台分）、自転車置場、バス停留場、タクシー乗り場、

小型船舶が接岸できる護岸（災害時の患者等搬送用）、緊急離着陸場

（屋上ヘリポート）、公開空地 

 

(3) その他 

 
ア 駐車場（増設分） 

当初から設置される敷地内の駐車場の他に現病院の敷地に、新病院

開院後 200 台分程度を市の負担で整備予定である。 

 

イ 職員宿舎・職員用院内保育施設 

本市による確保は行っていない。 

指定管理者が必要とする場合は、指定管理者の負担で確保すること

とする。 

確保方法等については、別途協議を行う。 
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３ 病院棟の施設概要 

 

詳細は別添図面等資料を参照 
 

(1) 地下１階 

駐車場、放射線部門（核医学・治療）、霊安室、解剖室、食堂・売店

スペース 

 

(2) １階 

総合案内、総合相談室、中央待合ホール、外来診察室、外来手術室、

救急外来、生理機能検査室、薬局、食堂・売店スペース、中央監視室、

ATM 等設置コーナー 

 

(3) ２階（25 床） 

放射線部門、内視鏡検査室、外来診察室、検体検査室、病理検査室、

中央材料室（SPD）、厨房、緩和ケア病棟（25 床） 

 

(4) ３階（50 床） 

手術室（11 室）、管理部、看護部、医局、研修室、図書室、会議室、

病歴室、更衣室 

①ICU(6 床)、HCU（２床室３、個室９【うち感染対応個室４】）、CCU（４

床） 

②救急病棟 25 床（４床室５、個室５【うち感染対応個室１】） 

 

(5) ４階 

設備機械室、倉庫、更衣室 

 

(6) ５階（130 床） 

① 精神科病床 50 床（開放【４床室３、個室２】、閉鎖【４床室４、個

室５、保護室５】、合併症【４床室２、個室２】） 

②産婦人科病床 40 床（４床室８、個室７、居室型分娩室１） 

③小児科病床 40 床（４床室６、個室 10【うち感染対応個室３】、NICU

６【うち感染対応 NICU１】） 

 

(7) ６階（１病棟 49 床×４病棟計 196 床） 

４床室 36、個室 52 
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(8) ７階（１病棟 49 床×３、46 床×１、４病棟計 193 床） 

４床室 35、個室 53【うち感染対応個室３】 

 

(9) ８階（１病棟 40 床） 

４床室６、個室 16 

 

(10) 塔屋 

ヘリポート 

機械室 

 

(11) 個室数 

 
 

個室・種別 面 積 室 数 

個室① ﾄｲﾚ付 １８．６㎡ ４８ 

個室② ﾄｲﾚ付 ２２．９㎡ ２３ 

個室③ ｼｬﾜｰ・ﾄｲﾚ付 １８．６㎡ ５４ 

個室④ ｼｬﾜｰ・ﾄｲﾚ付 ２２．９㎡他 ７ 

個室⑤ ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ付 ２２．９㎡他 １１ 

個室⑥ ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ付 ４７．２㎡他 ３ 

個室⑦ ﾊﾞｽ・ﾄｲﾚ付 ３５．７㎡ １ 

個室⑧ 居室型分娩室 ４１．４㎡ １ 

   計  １４８ 

注：重症患者用個室を含む。  
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第２章  指定条件 
 

Ⅰ 指定管理者が行う業務 
 

１ 業務の範囲 

 
(1) 診療及び検診に関すること。 

外来診療、入院診療、在宅療養等港湾病院が提供する医療（診察・検

査・治療・看護）及び医療関連行為のすべて。 
例）相談、診察、検査、処置、調剤、投薬、看護、診断、霊安等（こ

れらに伴う受付、会計などを含む。） 
 

(2) 使用料及び手数料の徴収に関すること。 

診療及び検診に係る費用、分娩料、室料差額、駐車料金、各種証明書

料等の徴収（収入を調定し、納入を通知し、収入を受け入れる一連の行

為） 
例）・ 使用料・手数料（延滞金を含む）の収入調定、納入通知、収入

の受入、督促、催告、滞納整理等及び関連事務 

 ・ 徴収金については、本市病院事業会計に納入 

 ・ 徴収事務に関しては、地方公営企業法第 33 条の２の規定に基づ

く収納委託事務契約を併せて行う。 

 
(3) 施設・設備及び備品の維持管理等に関すること。 

詳細については別掲のとおり。 
（「３ 施設・設備及び備品の維持管理等」参照） 

 
(4) その他市長が定める業務 

市民への情報提供機能、病院運営委員会の設置、災害拠点病院として

の役割（医薬品の備蓄、医療チームの派遣等）、市民の健康危機への対応

等この指定条件に記載があるもの及び今後協議のうえ定めるもの。  
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２ 開院準備 

 
(1) 備品について 

新病院には、備品類（医療用備品、患者用什器備品類、事務用什器備

品類等）は、一切整備していない。必要な備品については、指定管理者

が整備すること。費用については指定管理者の負担とする。 
【現病院備品】 

現病院の備品のうち、使用可能なものについては、指定管理者に引き

渡すものとする（別添備品一覧表参照）。 
移設及び移設に伴う機器の調整費用については指定管理者の負担と

する。 
詳細については、別途協議する。  
 

(2) 運営マニュアルの作成 

病院運営に係る具体的な計画を策定し、それに基づいた各部門マニュ

アルを策定すること。  
費用については指定管理者の負担とする。 
 
 

(3) 医療情報システムの構築 

電子カルテ及びオーダリングシステム・医事システム・各部門システ

ム等を計画的に構築すること。地域医療連携など将来的な発展性を担保

すること。  
費用については指定管理者の負担とする。 

 
 

(4) 職員研修 

運営マニュアル及び医療情報システム、医療機器、設備類等の運用・

操作等について、十分な教育研修を行い滞りなく開院できるようにする

こと。 
費用については指定管理者の負担とする。 

 
 

(5) 病院名等の表示 

外壁看板や院内サインの設置は、市が費用を負担して行う。 
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(6) 患者移送 

現病院からの患者の移送については別途協議する。 
費用については、新病院における受け入れに必要な費用を除き市が負

担する。 
 

(7) 患者情報の引継ぎ 

現病院のカルテ・フィルムなどの患者情報については、指定管理者に

引き渡す。費用については市が負担する。 
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３ 施設・設備及び備品の維持管理等 

 
(1) 施設及び設備等の維持管理 

本市の財産である病院の土地・建物・設備及び付帯施設の維持管理全

般は、指定管理者が行う。なお、管理に当たっては、法令等に定める有

資格者を配置すること。 
開院までの施設の維持管理業務は、別途、指定管理予定者に委託し、

費用については市が負担する。 
開院後の費用については、指定管理者の負担とする。 
 

(2) 施設及び設備の改良、改修及び保守・修繕 

① 建物、施設、設備等の改良工事等については、指定管理者と市で

事前に協議を行う。実施する場合の費用は、市が負担する。 
② 建物、施設、設備等の改修工事等については、指定管理者が事前

に市の承認を得て行う。実施する場合の費用は、指定管理者が負担

する。 
③ 建物、施設、設備等の保守・修繕等については、必要に応じて指

定管理者が実施し、費用についても指定管理者の負担とする。 
④ 上記の区分のいずれに該当するか疑義があるときは、必要に応じ

て協議するものとする。 
 

(3) 備品について 

備品（医療用備品、患者用・事務用什器備品類等）の維持管理につい

ては、指定管理者が行い、費用についても指定管理者の負担とする。 
 
備品の更新については、必要に応じ指定管理者が行い、費用について

も指定管理者の負担とする。 
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４ その他  

 
(1) 指定管理者としての指定期間 

指定管理者が管理を行う期間は、指定（開院）後 30 年目の年度末ま

でとする。なお指定期間については、横浜市会の議決により正式決定す

る。 
ただし、指定管理者が、地方自治法第 244 条の 2 第 10 項に定める必

要な指示に従わないとき、その他当該指定管理者による管理を継続する

ことが適当でないと認めるときは、市は、指定管理者に対し指定の取消

又は期間を定めて全部又は一部の停止を命ずる。 
 

(2) 指定管理者から指定の取消を求める場合 

自己の理由により指定管理者側から指定の取消を求める場合は、３年

以上の猶予をもって申し出、市と協議するものとする。  
この場合、指定管理者の指定の取消により市に損害が発生するときは、

市は、その範囲内で賠償を受けたうえで、指定の取消を行う。 
 

(3) 原状復帰 

指定管理者は、指定期間が満了したとき、もしくは指定が取り消され

たときは、速やかに原状復帰して市に建物及び付帯施設等を引き渡すこ

と。 
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Ⅱ 実施すべき医療機能 
 

本市医療施策の中核的な担い手として、政策的に必要な医療の提供や市民の健

康危機への対応を行うとともに、市立病院として地域医療全体の質向上を図る先

導的な取り組みを行うこと。 
 
 

１ 医療機能 

 
横浜南部保健医療圏の中核的な医療機関のひとつとして、地域医療機関との

連携のもとに、心疾患・がん・脳血管疾患等の生活習慣病への対応など、急性

期を中心とした二次医療機能を提供すること。 
 

(1) 基本的医療機能 

 
① 急性期を中心とした二次医療を提供すること。 
② 市民ニーズや他の医療機関との役割分担を踏まえた特色ある医療

を実施すること。 
 

 

●以下について新港湾病院における提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 病院運営上の理念  
イ 急性期を中心とした医療を提供していく新病院の運営方針 
ウ 医療機能全体としてどのような特色を持たせるか 
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(2) 標ぼう診療科 

 

次の 23 診療科を設置すること。  
 

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、神経内科、小児科、外科、 

整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚

科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーショ

ン科、精神科、放射線科、麻酔科、歯科口腔外科、アレルギー科 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 実施する診療科の標ぼう名について 
 
（上記 23 診療科以外の診療科を設置する場合や独自の標ぼう科名を用

いる場合は、その診療科名及び上記診療科名との関連等を示すこと。） 
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(3) 外来診療体制 

 

① 各診療科の診療は、できる限り毎日行い、患者が受診しやすいよ

う配慮すること。 

② 市民の医療需要に対応した専門外来等を実施すること。 
③ 院外処方とすること。 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 外来診療日・時間、専門別診療日などについて 
イ 患者や疾病の特性に応じて各診療科が横断的にあたる外来診療や専

門外来及びその体制について 
ウ その他、外来に関することについて 
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(4) 入院診療体制 

 

① 看護単位は、一般病床においては、基準看護２対１を充足するこ

と。 

② 安全管理、感染管理に十分配慮した部門運営を行うこと。 
③ 運営中の病院の入院診療関係マニュアルがある場合は提出するこ

と。 
 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 病棟単位（単科、混合等）について 
イ 各病棟の夜勤体制、交代勤務体制について 

ウ 入院時の食事（治療食）の種類・内容・提供方法等について 
エ 病棟薬剤業務など入院診療に対する各中央部門の関わり（役割）に

ついて 
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(5) 看護 

 
① 看護部門の組織を確立し、適切な運営を行うこと。 

② 患者の状況に応じた、適切な看護ケアを行うこと。  
③ 看護基準・手順が定められていること。  
④ 体系的な継続教育を行うこと。 
 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 看護部門の理念及び目標を示すこと。 
イ 看護管理体制の組織図を示すこと。 
ウ 継続教育の体系を示すこと。  
エ 専門領域において、特別な看護活動ができる人材の育成及び活用の

考えを示すこと。 
オ その他、看護体制に関することについて  
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２ 政策的医療機能 

 
(1) 24 時間 365 日の救急医療 

 

 

① 診療時間外において内科系・外科系・専門科系（眼科、耳鼻科等）・

産婦人科に、それぞれ救急に従事する医師１名以上を配置し、24 時

間 365 日の二次救急医療体制を組むこと。 

② 救急外来に内科系の専任の医師を配置すること。 

③ 専門科系については、応需する診療科名をその日ごとに救急指令

本部に登録すること。 

④ 救急時間帯に必要に応じ全身麻酔ができる体制をとること。 

 

 

【交付金】 

24 時間 365 日の救急医療の実施に当たっては、別途「政策的医療交

付金（仮称）」を交付する予定。 

平成 15 年度予算における水準は、年間 2,300 万円程度 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 救急外来の人的配置（医師・看護師・検査技師等）について 
イ 救急病棟の人的配置（医師・看護師・検査技師等）について 
ウ 患者の転棟基準など救急病棟運営の基本的な考え方について 
エ その他、診療方針・診療体制について 
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(2) 小児救急医療 

 
 

 
① 横浜市の小児救急医療対策事業に参加し以下の体制を組むこと。 

・ 24 時間 365 日の二次小児科救急医療体制を組むこと。 

・ 全休日及び夜間に小児救急専用ベッド２床以上を確保すること。 

・ 救急医療に携わる小児科医１名以上を配置すること。 

 

【交付金】 

小児救急医療対策事業の実施に当たっては、別途「政策的医療交付

金（仮称）」を交付する予定。 

平成 15 年度予算における水準は、年間 1,000 万円程度 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 小児科医の人員体制について  
イ 初期・二次・三次の見極めが難しい小児救急患者への対応につい

て 
ウ その他、診療方針・診療体制について 
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(3) 輪番制救急医療 

 

 
 

① 横浜市の病院群輪番制救急医療体制に参加し、以下の体制を組む

こと。 

・内科・外科・小児科・急性心疾患の救急医療体制を組むこと。 

・輪番日には、「24 時間 365 日の救急医療」の体制を基準に、さらに、

人員を増員するなど輪番日に対応できる必要な体制を組むこと。 

・急性心疾患の輪番日には心疾患専門医を配置すること。 

・輪番応需は年間４５日程度であること。 

（参考）「横浜市病院群輪番制運営費補助金交付要綱」 

 

 

【交付金】 

輪番制救急医療の実施に当たっては、別途「政策的医療交付金（仮

称）」を交付する予定。 

平成 15 年度予算における水準は、実施回数等に応じて年間 2,000

万円程度 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 「24 時間 365 日の救急医療」に加えて、輪番日に応需するための

体制確保ついて 

イ 急性心疾患へ対応するための医師・看護師・技師等の体制確保に

ついて 
ウ その他、診療方針・診療体制について 
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(4) 母児二次救急医療 

 
 

① 横浜市の母児二次救急システムに参加し、以下の体制をとること。 

・産婦人科診療所等との連携を図り、母児（母体、胎児、新生児）の

救急医療の受け入れ等を行うこと。 

・産婦人科、小児科の 24 時間 365 日の勤務体制を組むこと。 

② 神奈川県周産期救急システムに協力病院として参加すること。

（人的体制を除き、施設を NICU 基準とすること。） 

（参考）「横浜市母児二次救急システム実施要綱」 

 

 

【交付金】 

母児二次救急システムの実施に当たっては、別途「政策的医療交付

金（仮称）」を交付する予定。 

平成 15 年度予算における水準は、年間 400 万円程度 

 
 
●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 

 
ア 横浜市母児二次救急システム及び神奈川県周産期救急システムに

参加する上での体制と関連診療科との連携等について 
イ その他、診療方針・診療体制について 
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(5) 精神科救急医療 

 

 
 

① 夜間・休日・深夜の救急患者（二次、三次）の受け入れを行いそ

のための保護室３床を確保すること。 

② 受入時間帯において精神保健指定医を配置すること。 

③ 夜勤の看護体制は、最低でも看護師３名を含むものとすること。 

④ 精神保健福祉士（兼任可）を配置すること。 

（参考）「神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱」等 

 

【交付金】 

精神科救急医療の実施に当たっては、別途「政策的医療交付金（仮

称）」を交付する予定。 

平成 15 年度予算における水準は、実施回数等に応じて年間約 4,600

万円（内、本市負担約 2,500 万円、他は県・川崎市負担）程度 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 指定医の当直体制を含めた病棟体制について 
注：合併症への対応と併せて運用する場合は一体として記入すること。 
イ その他、診療方針・診療体制について 

 

 

 

 



 

20 

 

(6) 精神科合併症医療 

 

 

① 当該医療は、神奈川県内の精神病院等に入院する身体合併症患者

を本市の要請に基づいて港湾病院に受け入れ、必要な医療を行うも

のである。現在、神奈川県・横浜市・川崎市との間で制度化につい

て検討中。 

② 精神科病床５０床のうち１０床を常時合併症患者用とすること。

（専用施設あり、図面参照） 

 

 

【交付金】 

精神科合併症医療の実施に当たっては、神奈川県・横浜市・川崎市

で、平成 17 年度を目途に制度化について検討中。 

決定した制度に基づいて算定した金額を交付する予定である。 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 精神科と関連診療科との連携について 
イ 合併症医療を行う上での医師・看護師等の人的体制について 
ウ その他、診療方針・診療体制について 
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(7) 緩和ケア医療 

 
 

① 癌による末期症状を示している患者に対する緩和ケア医療を行

うこと。 

② 全国ホスピス・緩和ケア病棟連絡協議会による「施設におけるホ

スピス・緩和ケアプログラムの基準」に基づくケアを行うこと。 

③ 開院後速やかに施設基準を取得すること。 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 緩和ケア医療提供にあたっての基本的な考え方について 
イ 在宅における緩和ケア医療提供への考え方について  
ウ 専任医師や認定看護師等の専門スタッフの確保を含めた体制につ

いて 
エ 施設基準取得の計画について  
オ その他、診療方針・診療体制について 
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(8) アレルギー疾患医療 

 
 
 
 

① アレルギー科を標ぼうすること。 

② アレルギー科に、アレルギー学会認定の専門医又は指導医を常勤

配置すること。 

③ 重症化・複合化するアレルギー疾患に適切に対応するため、関連

する診療科（内科、呼吸器科、小児科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科、

精神科など）と連携し、アレルギー科として複数科の協力による専

門外来を設置すること。 

④ 時間外においても、関係科との連携により、喘息発作等の対応が

可能な体制をとること。 

⑤ 市民からの相談等を受け対応する体制をとること。 

⑥ 臨床データや最新の医療情報の収集に基づく市民や医療機関へ

の情報発信・研究・啓発・教育を行うこと。  
⑦ 調査研究等において関係する専門的機関との連携を図ること。 

 

【交付金】 

アレルギー疾患医療の実施に当たっては、別途「政策的医療交付金

（仮称）」として相談機能・情報発信・研究・啓発機能等の提供にかか

る費用に応じた金額を交付する予定 

詳細については、別途協議する。 

 

 

 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア アレルギー学会認定の専門医等の採用配置について 

イ 専門外来の種類・内容について 

ウ 外来診療における時間延長診療や救急対応について 

エ 市民からの問い合わせや相談への対応方法や体制について 
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オ 臨床データや最新の医療情報の収集に基づく市民や医療機関への

情報発信の内容・方法等について  
カ 調査研究等において関係する専門的機関との連携について 
キ その他、診療方針・診療体制について 
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(9) 障害児（者）合併症医療 

 

① 身体及び知的障害を併せもつ重度障害児（者）が適切な医療を受

けられる体制を整えること。 

② 外来診療では、障害児（者）に配慮し、診療時間や予約診療体制

などの工夫を行うこと。 

③ 現港湾病院にかかっている患者への医療提供に関しては、十分な

引き継ぎを受けたうえで適切に継続すること。 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 現病院にかかっている患者やその家族等が安心して医療を受けら

れるようにするための工夫について 
イ 医療従事者と重度障害児者が意思疎通を図っていくための方法に

ついて 
ウ 運営中の病院に実績があれば記入すること。 
エ その他、重度障害児者への医療提供について。 
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(10) 災害時医療 

 
新病院は、免震構造を持ち、負傷者や資材を搬送するための屋上ヘリ

ポートや、陸路が塞がれている場合の輸送手段としての小型船舶用船着

場を備えた災害医療拠点病院である。 

 

 

① 「神奈川県地域防災計画」に基づく災害医療拠点病院として以下

の機能を持つこと。 

・ 広域災害・救急医療情報システムの端末を設置する。 

・ 多発外傷、挫滅症候群等の災害時に多発する重篤救急患者の救命

医療を行うために必要な診療設備を備える。 

・ 被災地における自己完結型の医療救護に対応できる携行式の応急

医療資機材、応急用医薬品、テント、発電機等を備える。 

（参考）「神奈川県地域防災計画」 

 

② 「横浜市防災計画」上の次の役割を果たすこと。 

・ 被災地からの重症傷病者の受け入れを行う。 

・ 被災地区へ医療救護チームを派遣する。 

・ 臨時的な負傷者を拡大して収容する。 

・ 非常用電源燃料・飲料水（業務用水を含む）を７日分備蓄する。 

（参考）「横浜市防災計画」 

 

 

③ その他、日頃から災害に対応できる体制を確保すること。 

・ 患者、職員用の食料を３日分備蓄する。 

・ 通常使用する医薬材料等については、院内に最低３日分程度の在

庫を確保すること。 

・ 市の依頼に基づく医薬材料の備蓄を行うとともに、他の備蓄拠点

からの更新対象医薬材料等を受け入れる。 

・ 自主的及び県・市との連携による災害対応訓練を行う。 

・ 災害対策や訓練に関して運営中の病院のマニュアルを示すこと。 

 

【必要な災害備蓄について】 

①水 

７日分 約 1,800 ㎥ 
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②軽油 

７日分 約 130,000ℓ 

③食糧 

３日分 9000 食 

 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 災害医療の考え方、災害訓練の内容、回数等について 
 （免震構造を持ち、屋上ヘリポート・小型船舶用船着き場を備えた

災害拠点病院であることを踏まえて） 
イ その他、過去の災害時対応の実績があれば記入すること。 
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(11) 市民の健康危機への対応 

 

 

① 市からの指示に従い、感染症・テロ行為や放射性物質・化学物質

の漏出事故などの突発的な健康危機への対応を行うこと。 

② その他、市からの指示に従い市民への健康危機への対応を行うこ

と。 

 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 突発的な健康危機に対する取り組みの基本姿勢について 
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３ 地域医療全体の質の向上に向けた役割 

 
(1) 医療における安全管理 

 

ア 安全管理に基づく医療の提供  
 
① 医療安全管理体制未整備減算を受けない体制とすること。 

② 安全管理室を設置し専任職員を配置すること。 

③ 安全管理マニュアルを策定すること。 

④ 医療事故（インシデントを含む）の公表は市の基準（別添、衛生

局市立病院における医療事故の公表）に基づき行うこと。 

⑤ 横浜市立病院安全管理者会議に参加すること。 

⑥ 運営中の病院の安全管理に関するマニュアルを提出すること。 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 安全管理の方針・組織責任体制について  
イ 安全管理研修の内容・方法・対象について 

ウ インシデントレポートの有効利用について 

エ 安全管理上、特に重要な手術部門、集中治療部門の職員体制及び

医療機器の管理・操作研修などについて 

オ その他安全管理に関することについて 
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イ 院内感染対策 
 

① 院内感染防止対策未実施減算を受けない体制とすること。 

② 感染対策マニュアルを策定し標準予防策を実施すること。 

③ 運営中の病院の感染対策マニュアルを提出すること。 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 患者間における院内感染対策について 

イ 患者から職員に対する感染対策について  
ウ 職員を介しての患者への感染対策について 
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(2) 医療倫理に基づく医療の提供 

 
① 患者中心の医療を行うこと。  
② 患者の請求に応じてカルテを開示すること。 

開示方法等について成文化して公表すること。 
③ 院内倫理委員会を設置すること。 

 
 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 患者中心の医療の確立方法として、EBM（科学的根拠に基づく医

療）及び NBM（患者自身の言葉をよく聞くことによりその患者に

適した医療を提供する。）についての考え方  
イ カルテ開示への考え方・実施方法について 

ウ クリティカルパスの導入及びその内容（診療・検査・与薬・看護

サービスなどの指標を含む）について 
エ セカンドオピニオンの導入について 
オ 倫理委員会の運営及び委員構成について  
カ その他、患者中心の医療についての方針・体制について 
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(3) 地域医療機関との連携・支援、地域医療の質向上のための取組 

 
① 地域医療連携室を設置すること。 
② 患者・市民や地域医療機関に対する啓発活動、情報提供活動その

他、地域医療全体の質を向上させる取り組みを行うこと。 
③ 財団法人日本医療機能評価機構の医療機能評価を速やかに受審し

認定を受けること。 
④ 臨床研修病院の指定を受けること。 
⑤ 看護師及び検査技師等の養成課程等のための実習病院として学生

等の受け入れを積極的に行うこと。 
 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 地域医療連携の推進のための組織・体制及び方法等について 
イ 本市の他の市立病院や市立大学病院との連携について 
ウ 地域医療支援病院及び紹介外来制についての考え方  
エ 地域医療全体の質向上のための取り組みについて 
オ 臨床研修病院の指定についての考え方 
カ 学生等の受け入れについての考え方 
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(4) 医療データベースの構築と情報提供 

 

① カルテの共有、カルテ開示など医療の透明性を図り、患者及び職

員間でわかりやすい医療を提供していくこと、及び患者サービスの

向上、効率的な経営管理等を目的に、電子カルテを含む医療情報シ

ステムを導入すること。ただし、患者の個人情報の保護に最大限の

配慮を行うこと。 

② ①から得られるデータを蓄積し、地域医療の質向上のために役立

つ情報を発信するデータベースの構築を図ること。 

③ 病歴や診療情報に精通した専任職員を配置すること。 

 

 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 地域医療連携への具体的利用方法、患者サービスの向上、経営向

上などへの具体的利用方法など電子カルテの活用方法について 

イ 電子カルテやデータベースの将来計画について 
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(5) 市民参加の推進 

 
病院運営に関し市民参加を実現するため、別に本市が示す指示に従っ

て次の取り組みを行うこと。 
 
① 情報公開の推進を図ること。（個人情報の保護に最大限の配慮を行

うこと。）  
② 病院の医療機能やその実施状況について市民が把握し、病院運営

に市民の意見を反映させるため「病院運営委員会（仮称）」を設置し、

運営すること。 
③ 病院ホームページの開設、広報誌の発行など病院広報や E メール

やアンケートなどの広聴を積極的に行うこと。 
 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 市民への情報公開や病院運営に関する市民参加の推進について  
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４ 患者及び来院者へのサービス提供 

 
 

(1) 施設サービス 

 
新病院建物内において、患者の利便性やサービスに資するために次の

施設が設置されている。 

当該施設については、行政財産の目的外使用として、指定管理者に一

括して許可する予定である。指定管理者は目的外使用の申請を別途行う

こと。 

 

① 地下１階 

食堂 63.86 ㎡（内、厨房 22.26 ㎡） 

売店 14.10 ㎡ 

② １階 

食堂（104 席相当） 273.66 ㎡（内、厨房 82.11 ㎡） 

売店 55.07 ㎡  自販機スペース 5.07 ㎡ 

ATM 設置スペース 約 7 ㎡ 

③ ３階 

自販機スペース 15.58 ㎡ 

④ ５階 

売店 40.46 ㎡ 

理容室 25.46 ㎡ 

⑤ その他  

コインランドリースペース（病棟各階） 
なお、床頭台・テレビ等は設置されていない。 

 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア これらの施設の使用方法、サービス提供の内容・水準・価格設定

の考え方 
イ 施設の用途変更や当該サービス以外の提案について  
ウ 床頭台・テレビ等の機能・提供方法等について 
エ その他、施設サービスの向上に関することについて  
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(2) 外来・入院患者向けサービス 

 
患者の受診の際の利便性や療養環境の向上を目的として、次の施設を整

備している。 
 
①中央待合制 

中央待合いホール等を設置し、各診療科の中待合いは整備していない。 
②呼び出し用ディスプレー設置用スペースの確保 
③初診患者振り分けのための総合診療ブースの設置 
④療養環境の向上のための個室的多床室の設置 
 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 外来診療待ち、外来会計待ち時間の短縮方法について 
イ 外来予約診療制について 
ウ 外来総合診療ブースの運営方法について  
エ 入院時の食事に関するサービスとその内容について（治療食以外） 
オ デビットカードの採用など支払いの利便性について  
カ その他、外来・入院患者に対するサービスとその内容について  

 
 

(3) ボランティアを活用したサービスについて 

 
ボランティアを活用した患者サービスの向上を目的として、次の施設を

整備している。 
 
①ボランティア控え室（１階：27.5 ㎡） 
②図書室（５階：38.9 ㎡） 

 
●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア ボランティアを活用した患者等へのサービスの実施について 
イ 既に整備されているスペースを用途変更して他のサービスを実施

する場合の内容・考え方について  
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(4) 院内学級について 

小児科病棟（５階）に設置予定の院内学級について、横浜市教育委員

会による運営に協力すること。 
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５ 開院時の体制 

 
開院計画についての本市の基本的考え方は次のとおりであるが、患者や病院

運営の安全・安定等に配慮し、スムーズな開院を行うためには、弾力的な対応

が必要であると考えている。 
下記と異なる開院日、段階的開院の考え方がある場合は、それを示すこと。 

 

(1) 開院日 

平成 17 年 4 月 1 日 
 

(2) 段階的開院（開床）計画 

 
【外来】 

① 現病院で標ぼうしている次の診療科は、開院当初から診療を行うこ

と。 

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、

産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、

麻酔科、歯科口腔外科  
② 在宅療養患者や継続看護に関係する患者の診療についても開院時か

ら体制を整えること。  
③ 全床開床までに全診療科の外来診療体制を整えること。 

 

【入院】 

① 開院日から、現病院から移送され引き続き入院治療を行う患者の診

療体制を整えること。 

② 平成 19 年度までにはすべての病床を稼動させること。（全床開床） 

 
【政策的医療】 

政策的医療については、それぞれ次に示す時期までに実施すること。 
① 開院当初 

輪番制救急医療、障害児者合併症医療、災害時医療、市民の健康危

機への対応 

② 平成 18 年度中 

24 時間 365 日の救急医療、小児救急医療、アレルギー疾患医療 

③ 全床開床までにすべての政策的医療機能を実施すること。 
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●以下についての段階的な開院計画等について提案あるいは考え方を示す

こと。 
 

ア 外来、入院、政策的医療それぞれの段階的稼動についての計画を

示すこと。  
なお、上記に示した本市の基本的な考え方と異なる計画がある場

合は、それぞれの時期・理由を明らかにして示すこと。  
イ 現病院患者の引継ぎの方法について 

入院患者・外来患者・アクティブ・インアクティブの別に具体的

な方法（カンファレンスの実施等）を示すこと。 
また、現病院患者の引継ぎ等について特に考えがあれば示すこと。 
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６ 病院及びスタッフ管理（医師・看護師等・事務等）の体制 

 
 

① 病院及びスタッフの管理体制については「医療の質の向上」を基

本としたものとすること。 
② 職員の確保については、特定の出身母体（大学及び医局等）に限

定せず幅広く優秀な人材を確保すること。 

③ 意思決定・指示・報告等の責任体制を病棟・外来・各部門ごとに

明確にした体制を整備すること 

④ 運営中の病院の管理運営に関するマニュアルがある場合は提出す

ること。 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 医師、看護師その他病院職員の確保・採用・配置について 
イ 各部門の組織及び責任体制について 
ウ 職員の能力向上のための研修等について 

エ その他病院管理・人事管理に関することについて 
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Ⅲ 指定管理に関する基本的事項について 

 
１ 指定管理契約 

 
(1) 契約の根拠 

横浜市と港湾病院指定管理者は、地方自治法第 244 条の２第 3 項に基

づく指定管理に関する契約を締結する。 
(2) 権利義務の譲渡禁止 

指定管理者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡

し、又は継承させてはならない。  
(3) 業務委託の届出 

指定管理者が、港湾病院の管理目的達成のため、管理業務の一部を第

三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ市に届け

出るものとする。 
(4) 守秘義務 

指定管理者は、業務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。  
特に、電子媒体による保存を行うに際しては、保存運用管理規程等を

定め、適切な扱いをすること。 
横浜市個人情報の保護に関する条例の規程を遵守すること。 

 
２ 会計・経理の原則  

 
指定管理者は、港湾病院の経営（開院準備を含む。）について本部等の会計と

区分して収支を明らかにするために特別会計を設け、地方公営企業法の会計方

式に基づく経理を行うこと。 

 

 
３ 条例及び規則に定める事項 

 
次の事項については「条例」及び「規則」で定める。 
 

(1) 病院名・診療科名 

（横浜市病院事業の設置等に関する条例） 
（横浜市病院事業の経営する病院条例施行規則） 
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(2) 診療費等 

 
患者が支払う診療費等（使用料・手数料）については、次のように横浜

市病院事業の経営する病院条例により定められている。（金額（税込）の規

程は現条例によるもの） 
 
①一般診療  

健康保険法の規定による。 
②老人診療  

老人保健法の規定による。 
③労災診療の費用 

社会保険点数表等を基準として市長と神奈川労働局長が協議して定め

る額 

④自動車損害診療 
社会保険点数表等の基準に 2.0 を乗じた額 

⑤非紹介患者初診料加算額 
1,320 円（港湾病院） 

⑥特別室（室料差額）  
部屋毎に設備及び面積に応じて算出した額 

⑦分娩料 
80,000 円 

⑧検診（人間ドック） 

社会保険点数表等により算定した額   

42,000 円（港湾病院の検査項目による。） 

⑨診断書・証明書 
ア 診断書 自賠責等 3,150 円 その他 1,050 円 

イ 証明書 診断を必要とするもの 1,050 円 

⑩駐車場使用料 
ア 患者 無料 

イ 面会者等 １時間当たり 400 円 

 

(3) 診療を行わない日、診療を行う時間等 

（横浜市病院事業の経営する病院条例施行規則） 
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４ 指定管理料等について 

 
(1) 横浜市が指定管理者に対して支払うもの 

 
横浜市は、指定管理者に対して次のものを支払うものとする。 
支払・精算方法等については別途協議する。  

 
ア 診療報酬交付金（仮称） 

指定管理者が行った診療に伴う診療報酬については、診療報酬相当

額を｢診療報酬交付金（仮称）｣として交付する。 
 

イ 政策的医療交付金（仮称） 

指定条件として定める政策的医療機能の実施にあたっては、「政策的

医療交付金(仮称)」を予算の範囲内で交付する。 
 

ウ 国県補助金相当額 

指定管理業務に伴う国県補助金を横浜市が受けた場合には、国県補

助金相当額を指定管理者に交付する。 
 

エ その他の収入 

指定管理業務に伴うその他の収入については、収入相当額を「指定

管理料」として支払うものとする。 
 
 

(2) 指定管理者が横浜市に対して支払うもの 

指定管理者は、横浜市に対して次のものを支払うものとする。 
支払・精算方法等については別途協議する。  

 
 

ア 指定管理者負担金（仮称） 

指定管理者は、横浜市に対し次の算定方法により算定した「指定管

理者負担金（仮称）」を支払うものとする。  
ただし、全床開床する年度までは、減免することができる。 
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       ［指定管理者負担金算定方法］ 
 

① 医業収益が標準医業収益（１１３億円）以下の場合  
同種の建物の標準的な減価償却費相当額（約６億円） 

 
② 医業収益が標準医業収益（１１３億円）を上回る場合 

【同種の建物の標準的な減価償却費相当額（約６億円）】及び【医

業収益が標準医業収益（１１３億円）を上回る額の１０分の１】

の合計額。  

        
 イ 病院事業会計共通経費負担金（仮称） 

指定管理者は、病院事業本部人件費、事務費等の横浜市病院事業会

計共通経費の一部を負担するものとする。 
負担額については別途協議する。  

 
(3) 指定管理者の資金調達等に対する横浜市の支援 

 
横浜市は、指定管理者の行う医療機器等の備品及び電子カルテ等医療情

報システムの整備に要する費用の資金調達等について、支援を行うものと

する。支援の方法等については別途協議する。 
 

●以下について提案あるいは考え方を示すこと。 
 

ア 指定管理者負担金算定方法に関して最低負担額（６億円）や標準医業

収益を上回る場合の加算（上回る額の 10 分の１）について上記と異な

る考えがある場合は示すこと。 
 
イ 長期収支計画（年度別内訳を含む）及びその考え方について示すこと。  

指定管理者  
負担金  

０  
約 6 億円  
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５ 管理に関する報告・指示等  

 
(1) 事業報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、速やかに港湾病院の管理の業務に関し

事業報告書を作成し提出すること(地方自治法第 244 条の２第 7 項)。 

また、中期経営計画その他協議により別に定める経営及び管理に関す

る書類を提出すること。 

 

(2) 報告・指示等 

ア 市は、港湾病院の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、港

湾病院の管理の業務又は経理の状況に関し、報告を求め、実地に調

査し、又は必要な指示を行う（地方自治法第 244 条の２第 10 項）。 

イ 病院長の任免その他管理に関する重要な事項を変更しようとする

ときは、あらかじめ市に届け出ること。 

 

(3) 書類の保存 

指定管理者が管理に伴い作成し、また受領する書類等は、横浜市の文

書保存に関する基準及び別途定める基準に基づき保存すること。 

 

 

 
６ 医療事故等への対応について  

 
医療事故等が発生した場合、指定管理者は患者等の救済を第一に行うとと

もに、ただちに市に連絡を行い、必要な指示に従うものとする。 

事故等に関する対応は指定管理者が責任を持って行うものとする。 

 
 

７ 協議事項 

 

この指定条件に定めのない事項については、市と指定管理者が協議のうえ

定める。 




